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「日本交通法学会」入会案内 

 

 

１ 日本交通法学会について 
日本交通法学会(Japan Association of Traffic Law)は、関係各方面の積極的な賛同を得て、昭和 45

年 6 月 13 日に設立されました。 

本学会は、交通及び交通災害に関連する諸法の研究を行い、もって公共の福祉の増進を図ることを目的

として設立されたものです。 

本学会は、昭和 54 年 4 月、日本学術会議内規に基づき登録学協会として、同会議に登録申請手続を行い

ました。これにより、日本学術会議及び各分野の学協会との緊密な連携協力関係の維持、強化が図られる

ことになります。 

 

２ 学会の事業計画 
本学会は、交通の円滑健全化、交通災害・交通公害の絶滅、被害者の完全な救済を希望するあらゆる分

野にわたる研究者の相互協力によって交通災害・交通公害の防止と被害者救済に関する法的諸問題の解決

に大きな役割を果たそうとする点に際立った特色があり、したがって、その事業については、次のような

点に重点がおかれます。 

（１） 調査研究計画の立案及び実施 

本学会には、研究委員会が置かれています。 

研究委員会は、学者、裁判官、行政官、弁護士、保険会社等関連分野の研究員が網羅されたユニーク

な構成を有しており、各分野にわたる諸問題について資料・情報を交換して、的確な問題提起を行ない、

必要に応じ共同調査・共同研究を立案企画し、広く会員の要請に応じて、これを強力に立案・実施する

体制をとっています。 

（２） 刊行物の発行 

本学会は、毎年機関誌「交通法研究（Traffic Law Journal）」を発行しています。このほか会員の研

究成果を必要に応じて適宜刊行することを予定しています。本学会は、専門的研究者集団であるととも

に、優れて実践的な性格を有する団体であり、したがって、機関誌等刊行物の内容も、最高度の理論的

水準を保つとともに実務に直結する解説研究を広くとりあげることとし、また、最新の資料・情報を継

続的に提供するなどの会員の利便に供することとします。 

（３） 研究会の開催 

毎年定期総会の際にシンポジウム、個別研究報告を行なうほか、いくつかの常設研究会を開催し、会

員及び賛助会員の相互交流、共同研究の場としています。研究会としては、現在、人身賠償補償研究会

が活動しています。入会手続は、別添入会申込書に所定事項をご記入の上、事務局宛お送りください。 

（４） 研究助成 

毎年、会員の独創的な研究を奨励するため、研究助成金を出しています。申請手続など詳しいことは、

事務局にお問い合わせください。 

 

３ 学会の組織について 
本学会は、交通災害に関する諸法に関連するあらゆる分野の研究者・実務家によって構成されます。 

本学会組織は、総会を最高機関とし、そのもとに置かれた理事会が中心になり組織を運営します。さら

に、委員会は、研究調査等の実質的活動の企画実施を図り、監事は会計及び会務執行を監査しています。 

なお、理事が委員を兼ねることにより、機能的な運営を図っています。 
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本学会の事務局は、末尾のとおりです。 

 

４ 賛助会員の地位について 
賛助会員は、本学会の目的に賛同し、その事業を賛助しようとする個人又は団体であり、シンポジウム、

研究報告会・講演会に出席することができ、また機関誌等の無償配布を受けます。 

 

５ 入会要項 
本学会への入会要項は、次のとおりです。 

入会資格……本学会の目的に賛同し、その事業を賛助しようとする個人又は団体。 

入 会 金……2,000 円（入会の際に必要になります。） 

年 会 費……正会員（個人）＝7,000 円 

賛助会員（個人）＝1 口 7,000 円・1 口以上 

賛助会員（団体）＝1 口 4,000 円・原則 10 口（40,000 円）以上 

※団体の規模によっては減口の配慮もいたします。 

申込方法……入会申込書（別添）に以下の必要事項を記載の上、業務委託先である（株）毎日学術フォ

ーラム（〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル）宛てに送付してく

ださい。 

【必要事項】①申込年月日 ②会員種別・会費口数 ③氏名又は団体名（団体は担当者名

も併せて記載） ④職業又は事業の種類（弁護士は登録番号） ⑤学会から連絡可能な

住所 ⑥学会から連絡可能なメールアドレス ⑦学会から連絡可能な電話・FAX 番号 

⑧推薦者氏名（2 名） 

※推薦は本学会員 2 名によるものですが、推薦者がいない場合は賛助会員としてお申込み

ください。 

※お申込みの際、人身賠償補償研究会に参加ご希望の方は、連絡事項記載欄に、その旨明

記してください。ただし、研究会にご出席できる方のみに限定させていただきます。 

※入会申込受付後の手続：本学会は、入会のお申込みを受けて、直近で開催する理事会（年

４回開催）で入会の承認手続を行います。 

払込方法……上記入会手続終了後に本学会から送付する銀行振込み又は振替用紙を利用して入会金及び

年会費を振り込んでください。なお、連絡欄には会費口数を明記してください。銀行振込

みに代えて現金為替等の方法で業務委託先である（株）毎日学術フォーラム（〒100-0003 東

京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル）宛てに直接送付いただいても結構です。

なお、会費を３年以上滞納している会員、並びに初年度から入会金及び会費のお振込みの

ない会員については、当年度中にお振込みがない場合、次年度定期総会開催通知及び機関

誌の発送を停止するとともに、当学会規約第８条第２号に基づき、理事会にて退会処分の

相当性を判断させていただくこととなります。 

 

＜事務局所在地＞                      

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 14 階  

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター内        

日本交通法学会事務局                   

℡. 03(3581)4724 












